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◆背景及び目的 
近年、人口減少や既存建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、使用されていない建築物が

全国的に増加しています。こうした状況の中、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ
となどを目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）」が平成   
２７年５月に全面施行されました。本市においても、「越谷市空き家等の適正管理に関する条例  
（以下「空家条例」という。）」を平成２７年４月に施行するとともに、平成３１年３月には、地域の
実情や課題などを踏まえた「越谷市空家等対策計画（以下「本計画」という。）」を策定し、空家等の
「適正管理の促進」「発生の予防・抑制」「活用・流通の促進」の３つの基本的な方針に基づく施策を
実施することにより、空家等対策に取り組んできました。 

その結果、本市における空家率は、全国に比べ低くなっており、一定の成果を挙げている一方、  
所有者等の高齢化等により、空家等の増加が懸念されます。 

また、全国的には、空家等の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれることから、空家
法の一部を改正する法律が令和５年１２月に施行されました。 

この度、令和８年３月に計画期間の満了を迎えることから、空家等対策を取り巻く社会情勢の変化
に対応するとともに、総合的かつ計画的な空家等対策をより一層推進することを目的として、本計画
を改定します。 
 
 

 
 

◆計画の位置づけ 
空家法第７条の規定に基づく計画です。計画の改定に伴い、新たに関連計画として「越谷市地域福

祉計画」及び「越谷市地域防災計画」を追加しています。 
 

◆計画期間 
令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 
 

◆計画の対象地区及び対象とする空家等の種類 
市内全域の「空家等」※を計画の対象とします。また、予防する視点から、使用中の建築物等及び

空家等の除却後の跡地についても対象とします。 
※「空家等」とは、空家法第２条第１項に規定されており、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。 

 

 

 
 

 

 

 

 

方針３ 

活用・流通の促進 

第１章 計画の概要 

空家等 管理不全な状態の空家等 特定空家等 管理不全空家等 

 良 悪 

「空家等」には、状態に応じて空家法や空家条例で以下のとおり規定 

方針 1 

適正管理の促進 

方針２ 

発生の予防・抑制 

空家等の状態 

空家等 

使用中の建築物 空家等の跡地 
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◆人口・年齢３区分別年齢構成の推移 

本市の人口は減少傾向にあり、今後も、減少していく見通しとなっています。 

また、年齢３区分別の年齢構成をみると、０歳～１４歳の割合は減少、６５歳以上の割合は増加傾

向が続くことが予想され、少子高齢化が進行する見通しとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆空家数・空家率の推移 

空家率（総住宅数に占める空家の割合）の状況をみると、全国的に空家率は増加していますが、  

本市の空家率は、住宅総数の増加や、平成２７年の空家法の施行、平成３０年度に策定した本計画に

基づく空家等対策の実施等により、減少傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 空家等の現状と課題 

資料：第５次越谷市総合振興計画 後期基本計画
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資料：令和５年住宅・土地統計調査
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◆令和６年度越谷市空家等実態調査【調査の概要】 

市内に存在する空家等の実態を把握するため、令和６年度に空家等実態調査を実施しました。 

 

＜一次調査＞（机上調査） 

本市が保有する空家等情報データ及び令和６年度

家屋地番順リスト、越谷・松伏水道企業団が保有する

水道情報データに加えて、受注者が保有する空家等

情報データ等を整理し、空家等の可能性が高い建築

物として４,０７２件を抽出しました。 

 

＜二次調査＞（現地調査） 

一次調査で抽出した４,０７２件を対象に、敷地外

からの外観目視調査を実施し、建築物等の状況や居

住実態を確認しました。 

調査の結果、「空家等の可能性が高い建築物」は 

２,２６２件として判定しました。 

また、空家等の可能性が高い建築物と判断した 

２,２６２件について不良度判定を行いました。 

建物の基礎、外壁、柱、屋根などの損傷具合から点数化とランク付けを行い、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ及び

目視不可に分類しました。 

ランク 判定内容 点数 

Ａ 小規模の修繕による再利用が可能 0～39 点 

Ｂ 管理が行き届いていないが、当面の危険性は少ない 40～69 点 

Ｃ 管理が行き届いておらず、損傷が激しい 70～99 点 

Ｄ 倒壊の危険性があり、修繕や解体などの緊急度が高い 100 点以上 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 

 

＜所有者意向調査＞（アンケート調査） 

二次調査の結果より、空家等の可能性が高い建築物２,２６２件の所有者等に対し、対象建築物の

利用状況や維持管理及び今後の意向などに関する所有者意向調査を実施しました。 

所有者等から回答があった件数は９１４件、また、発送した宛先に届かない未送達（郵便戻り）と

なった件数は４００件となりました。 
 

アンケート発送の種別 件数 回答数 未送達 

空家等の可能性が高い件数 ２,２６２件 
９１４件 

（４９.０％） 

４００件 

（１７．７％） 
総発送件数 ２,２６４件 

封筒発送数 ２,１４１件 

資料：令和６年度越谷市空家等実態調査 

一次調査（机上調査） 

二次調査（現地調査） 

報告書作成 

調査結果の分析 

所有者意向調査（アンケート調査） 

 



4 
 

 

◆令和６年度越谷市空家等実態調査【調査の結果】 
＜一次調査＞（机上調査） 

◇未送達 

登記事項証明書に記載された所有者等に送付し、未送達は４００件であったことから、多くの建築

物等が所有権移転や住所変更等の適切な登記がされていないことが判明しました。 

 

＜二次調査＞（現地調査） 

◇不良度判定 

不良度判定の結果、全体の９１.５％の空家等は、小規模な修繕による再利用が可能な建築物と

判定され、多くの建築物が利活用可能と判断されます。 

一方、適正な管理が行われないまま放置されると、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしたり、

空家等に起因する災害や犯罪のリスクが高まるおそれがあります。 

 

＜所有者意向調査＞（アンケート調査） 

◇建物所有者の年齢 

６０歳以上が６５％を占めており、所有者等の高齢化に

伴い、今後、適正な管理ができていない空家等の増加が懸念

されます。 

◇今後の所有状況 

「売却」「賃貸」希望が計４８.７％と多い一方、「特に考

えていない」「どうしてよいかわからない」が計１５.６％と

なりました。空家等を活用・流通させるための仕組みづくり

が求められます。 

◇維持管理者 

最も多かったのは「自分」で７４.２％となりました。 

一方、「維持管理はしていない」の回答が５.９％あること

から、既に空家等が放置された状態となっていることが考

えられます。また、自分で管理している空家等についても、

今後、所有者等の高齢化に伴い、管理を行えなくなる可能性

があります。 

◇維持管理について困っていること 

「管理の手間」が２２.５％、「距離が遠い」が１７.４％

となりました。所有者等の高齢化や遠方に居住しているな

どの理由に伴い、今後、適正な管理ができていない空家等の

増加が懸念されます。 

◇今後の利活用について困っていること 

「動産（家財等）を処分しなければならない」が１６.３％

となりました。また、相続等に伴う不動産の権利が阻害要因

となっている所有者等がいることもわかりました。 
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●適正な管理が行われていない空家等の放置 

適正な管理が行われていない空家等は、地域住民の生活環
境に悪影響を及ぼしたり、災害や犯罪のリスクが高まる 
おそれがあるため、所有者等に対して、適正な管理に向けた
指導などが求められます。 

●所有者等の高齢化・遠方に居住 

所有者等の高齢化や遠方居住により、適正な管理ができな
い場合があるため、管理に対する支援が求められます。 

●問題の解決が困難な事案への対応 

建築基準法などの法令の規定に適合していない敷地での建
替や所有者等が不明の空家等などの問題の解決が困難な事
案に対し、専門的な支援が求められます。 

 

 

◆空家等の課題 
本市では、空家等の３つの基本的な方針に基づく施策を実施することにより、空家等対策に取り組

んできました。その結果、一定の成果を挙げているため、引き続き、３つの基本的な方針に基づき施

策を実施するとともに、本市の空家等の現状等を踏まえ、課題を次のように整理します。 
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空家等の適正管理の促進に係る課題 

 

●少子高齢化等による空家等の増加 

人口減少や少子高齢化による空家等の増加や、相続登記 
未了等により、所有者等の特定が困難である空家等の増加
が懸念されるため、空家等になる前の段階から、所有者等の
意識を高める取組が求められます。 

●空家化しやすい建築物への対応 

老朽化や旧耐震の建築物は、安心・快適に住むことができず、
空家化しやすいため、流通に適した住宅として性能の向上とそ
の支援が求められます。 

空家等の発生の予防・抑制に係る課題 

 

●権利の複雑化・相続登記の未了 

相続等に伴う権利の複雑化や登記未了などが阻害要因とな
り、空家等の活用・流通が進まない場合があるため、権利に
関する阻害要因の解消に向けた支援が求められます。 

●空家等を活用・流通させるための仕組みづくり 

適正な管理が行われていても、空家等の流通が進まない 
事例があるため、活用・流通に向けた動機付けが図られる仕
組みづくりが求められます。 

●空家等の跡地の有効活用 

空家等除却後の跡地活用が分からない所有者等がみられるた
め、専門的な支援や、空家等の跡地の活用に関する取組が求め
られます。 

空家等の活用・流通の促進に係る課題 

使用中の建築物 

空家等の跡地 

空家等 
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本市における空家等の現状や課題を踏まえ、施策展開に向けた空家等対策に関する基本的な方針を

次の通りに定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 現在、本市の人口は減少傾向にあり、今後も減少していく見通しとなっています。 

また、住宅の老朽化や所有者等の高齢化により、今後、さらなる空家等の増加が懸念

されます。 

そのため、空家等になる前の段階から、市民等への意識啓発、「住まいの終活」の普及

促進等による予防行動の促進や建築物の維持保全などにより、空家等の発生の予防・抑

制に取り組みます。 

基本的な方針２  空家等の発生を予防・抑制します 

 
 本市の空家等の中には、所有者等が抱える様々な事情や法規制による支障などによ

り、活用や流通が進んでいない状況の空家等が見受けられます。 

 そのため、法律、不動産、建築、福祉などの幅広い分野の専門家やＮＰＯ等の各種団体

と連携し、引き続き所有者等からの相談又は所有者等に対する働きかけにより、空家等の

活用・流通の促進を図るとともに、活用・流通がしやすい仕組みを模索します。 

基本的な方針３  空家等の活用・流通を促進します 

 
 空家等は適正な管理が行われていないことにより、安全上、衛生上、景観上などにおい

て、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことから、所有者等の第一義的な責任を前提と

しつつ、所有者等への注意喚起や啓発等を行うことで適正な管理を促します。 

 一方、既に適正な管理が行われていないことにより、地域住民の生活環境に悪影響を

及ぼしている空家等に対しては、空家法や空家条例に基づき、必要な措置をとるよう助

言又は指導等をすることにより、状態の改善を図ります。 

 また、空家等の所有者不明問題に関する対策に取り組むとともに、防災・防犯対策を

促進するため、各種機関と連携を図ります。 

基本的な方針１  空家等の適正管理を促進します 

第３章 空家等対策に関する基本的な方針 
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空家等対策に関する基本的な方針を踏まえ、空家等対策に関する具体的な施策について、次の施策

体系とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 空家等対策に関する具体的な施策 

適正な管理が行われていない空家等への対応 

地域住民の安全で安心な生活環境を保全するため、

空家法や空家条例に基づく措置などにより、適正な

管理が行われていない空家等の改善を図ります。 

適正管理のための支援 

空家等の所有者等による適正な管理を促進するた

め、各種団体と連携などを図ることにより、適正

な管理の支援を行います。 

解決が困難な事案への対応 

解決が困難な事案が放置され、適正な管理が行わ

れていない空家等となることを防止するため、各

種団体と連携した専門的な支援などにより、解決

を図ります。 

予防行動の促進 

空家化を予防・抑制するため、市民等への意識啓発

や具体的な行動に対する支援などにより、予防行動

の促進を図ります。 

建築物の維持保全 

空家化を予防・抑制するため、建築物の性能や使いや

すさなどの向上により、住宅の維持保全を図ります。 

空家等の流通の促進 

空家等の状態を解消するため、情報発信の多様化や、

流通させるための動機づけ、専門家による支援など

により、空家等の流通の促進を図ります。 

空家等の多様な活用 

空家等の状態を解消するとともに、将来に渡って 

空家等が発生しない良好な住環境としていくた

め、空家等の多様な活用を図ります。 

跡地の活用促進 

空家等の状態を解消するため、建築物の除却や跡

地利用に関する支援などにより、空家等の跡地の

活用促進を図ります。 

基本的な方針２ 

空家等の発生を 

予防・抑制します 

【基本的な方針】 【基本施策】 

基本的な方針１ 

空家等の適正管理を 

促進します 

基本的な方針３ 

空家等の活用・ 

流通を促進します 
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◆実施体制 
空家等の問題を解決するには、所有者等自ら

が適正な管理や活用等をすることが基本とな

ります。 

また、所有者等だけでは解決できない問題

に対して、地域住民や自治会、各種団体、行政

組織が連携を図ることで支援していきます。 

 

 

 

◆相談体制 

空家等に関する相談や情報提供に対応するため、空家等に関する総合的な相談窓口を設置します。 

また、各担当課所との連携及び情報共有を強化し、今後、各種団体の専門窓口との連携体制の利活

用の促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆計画の目標 

本計画を効果的に推進し、進捗を管理するため、以下の目標指標を設定します。 

指標番号 指標名 計画目標〈令和１２年度（２０３０年度）〉 

１ 情報の周知及び関心の向上 ２０,０００回／以上 

２ 
地域住民や各種団体との連携

体制の充実 

自治会や各種団体と空家等に係る情報を共有し、適正管理対策、
予防対策、活用・流通対策における所有者等の取組を支援でき
る連携体制の充実 

３ 相談窓口の利活用の促進 
総合的な相談窓口を設け、各担当課所や各種団体等と連携した
多角的な専門窓口の利活用の促進 

４ 除却等及び活用の促進 
特定空家等の除却等の促進や空家等の活用の促進に関する 
仕組みの模索 

５ 空家等是正 ２５件／年 

６ 空家等の予防・活用の促進 ２５件／年 

７ 空家バンクの充実 
５件／年 
市が窓口となり、各種団体等と連携した多角的な運営による、
流通・活用の促進 

 

第５章 計画の推進 

各種団体 

【各 担 当 課 所】 

【専門窓口】 
 

法 律 

不動産 

建 築 

福 祉 
 

等の専門家 

相談 対応 

対応 

連携 
情報共有 

連携 
情報共有 

市 民 等 

【 総 合 的 な 相 談 窓 口 】 
建 築 住 宅 課 

警 
 

察 

対応 

市役所 
連携 
情報共有 

対応 

知識・経験等 

適正な管理・活用等 

各種団体 行政組織 

地域住民 
自治会 

情報提供・見守り 

相互連携の推進 

所有者等 


